
  

 

 

 

 

 

熊 本 労 働 局 発 表 

平成２６年９月２４日 

   

 

 

 

 

報道関係者  各位  

 

「くるみん」認定企業として新たに１社を認定  
～県内の「子育てサポート企業」は計１５社に！～ 

 

 熊本労働局（局長  一瀬  壽幸）は、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」とい

う。）に基づき、「一般事業主行動計画」を策定し、その計画目標を達成するなど、一定の基

準を満たした企業を「子育てサポート企業」として、平成１９年から認定していますが、新たに

下記企業を認定し、以下のとおり、認定通知書の交付式を行います。 

 

 

１ 認定企業  
                              

 トッパン・フォームズ西日本株式会社                    
    

                                 
                                愛称  「くるみん」  
 
２ 認定通知書交付式  
 【日 時】  平成２６年９月２６日（金） 10 時～  
 【場 所】  熊本労働局 局長室  
        （熊本市西区春日２丁目１０－１ 熊本地方合同庁舎９階）  
 
 
 

 ［照会先］ 

熊本労働局  雇用均等室  

室     長   古賀  万友美  

室長補佐   平島  輝代  

地方機会均等指導官   佐藤  かおる 

（電話番号） ０９６－３５２－３８６５ 

 

 

Press Release 
 

 

厚生労働省 

熊本労働局 



  

 次世代法は次代を担うすべての子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るために  
制定されました。企業は労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や子育てをし  
ていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むため「一般事業主行動計画」を策  
定し、都道府県労働局に届け出ることになっています。  

 

 

「くるみん」とは？？ 

 

                   

 

 次世代法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、別紙の基準すべて

を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受ける

ことができます。 

 この認定を受けた企業の証が「くるみんマーク」です。全国で１，９５１社（平成２６年８月末現在）が

認定を受けています。 

 「くるみん」には、赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で子どもの育

成に取組もう、等の意味が込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考資料 

１ 認定企業の取組み 

 ２ 熊本労働局管内認定企業（平成１９年度～平成２６年度） 

 ３ 次世代育成支援対策推進法が 10 年間延長され、新たな認定制度が創設されます！ 



                                       
                                           別 紙 
 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準  
 
 次世代育成支援対策推進法における認定を受けるためには、以下９つの認定基準をクリアすることが必要です。 
 
認定基準 １  
 雇用環境整備（法を上回った育児休業等制度を整備する。配偶者出産休暇制度を創設する。など）について、

行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと。 
 
認定基準 ２ 
 行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。 
 
認定基準 ３ 
 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 
 
認定基準 ４ 
 平成２１年４月１日以降に策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っている

こと。 
 
認定基準 ５ 
 計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が１人以上いること。 
 （従業員数が３００人以下の場合は、看護休暇取得等でも可。） 
 
認定基準 ６ 
 計画期間において女性従業員の育児休業取得率が、７０％以上であること。 
 （従業員数が３００人以下の場合は、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）  
  を合わせて計算したときに７０％以上であれば可。） 
 
認定基準 ７ 
 ３歳から小学校就学前までの子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に

関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。 
 
認定基準 ８ 
 ①所定外労働の削減のための措置  ②年次有給休暇の取得の促進のための措置 
 ③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 
 のうち、いずれかを実施していること。 
 
認定基準 ９ 
 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働基準法などの関係法令に違反する重大な事実がないこと。 



                                資料 １ 
 

認 定 企 業 の 取 組 み 

                         
 
１ トッパン・フォームズ西日本株式会社 
 
 ○所在地  熊本県玉名市 
 ○労働者数 ３０１名（うち女性１００名） 
 ○事業概要 各種事務関連帳票類の処理業務の一括アウトソーシング 
 
 ○取組内容 
  ・育児休業期間の最初の５日間を有給化することにより、男性が取得 

しやすいよう規定を整備。 
  ・計画期間中、３名の男性が育児休業を取得。 
  ・計画期間中、女性の育児休業取得率は１００％。 
  ・３歳未満の子を養育する労働者は 

＊30 分単位で 1 日につき 2 時間 30 分まで所定労働時間を短縮。 
＊2 時間までの時差出勤。 
＊時間外労働及び休日労働の免除 
 上記＊3 つの制度からいずれかの措置を受けることが可能。 
 

  ・3 歳から小学校 4 年終了までの子を養育する労働者は 
    ＊30 分単位で１日につき 1 時間 30 分まで所定労働時間を短縮。 
    ＊2 時間までの時差出勤。 
    ＊時間外労働の免除 
    上記＊3 つの制度からいずれかの措置を受けることが可能。 
 
  ・育児のための時間外労働の制限（1 ケ月 24 時間、年間 150 時間） 

及び深夜業の制限制度は、子が小学校 4 年終了まで利用可能。 
・子どものための看護休暇制度について、半日単位での取得も可能。 

 
 
 



                                   資料 ２ 
 

熊本労働局管内認定企業（平成１９年度～平成２６年度） 
 
１ トレジャーオブテクノロジー株式会社（合志市）      平成 19 年度 
 
２ 菊池地域農業協同組合（菊池市）             平成 20 年度 
 
３ 医療法人社団坂梨会（阿蘇市）              平成 20 年度 
 
４ 株式会社イノス（熊本市中央区）             平成 21 年度 
 
５ 医療法人社団仁誠会（熊本市中央区）           平成 22 年度 
 
６ 医療法人春水会（山鹿市）                平成 23 年度 
 
７ ホテル日航熊本 熊本新世紀株式会社（熊本市中央区）   平成 23 年度 
 
８ 国立大学法人熊本大学（熊本市中央区）          平成 24 年度 
 
９ 株式会社ヒライ（熊本市西区）              平成 24 年度 
 
10 社会福祉法人リデルライトホーム（熊本市中央区）     平成 24 年度 
 
11 ソニーセミコンダクタ株式会社（菊池郡）         平成 25 年度 
 
12 医療法人潤心会（菊池郡）                平成 26 年度 
 
13 株式会社九州ソフタス（熊本市西区）           平成 26 年度 
 
14 社会福祉法人広友会（菊池市）              平成 26 年度 
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